
一
頁

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
号

新
旧
対
照
条
文

○

道
路
交
通
法

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

略

第
一
章
・
第
二
章

略

第
三
章

車
両
及
び
路
面
電
車
の
交
通
方
法

第
三
章

車
両
及
び
路
面
電
車
の
交
通
方
法

第
一
節

第
十
二
節

略

第
一
節

第
十
二
節

略

第
十
三
節

自
転
車
の
交
通
方
法
の
特
例

第
六
十
三
条
の
三

第
六
十
三
条

第
十
三
節

自
転
車
の
交
通
方
法
の
特
例

第
六
十
三
条
の
三

第
六
十
三
条

の
十

の
九

第
四
章

運
転
者
及
び
使
用
者
の
義
務

第
四
章

運
転
者
及
び
使
用
者
の
義
務

第
一
節

運
転
者
の
義
務

第
六
十
四
条

第
七
十
一
条
の
六

第
一
節

運
転
者
の
義
務

第
六
十
四
条

第
七
十
一
条
の
五

第
二
節
・
第
三
節

略

第
二
節
・
第
三
節

略

第
四
章
の
二

第
九
章

略

第
四
章
の
二

第
九
章

略

附
則

附
則

定
義

定
義

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て

次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は

そ
れ
ぞ
れ

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て

次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は

そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

一

三

略

一

三

略

三
の
二

本
線
車
道

高
速
自
動
車
国
道

高
速
自
動
車
国
道
法

昭
和
三
十
二

三
の
二

本
線
車
道

高
速
自
動
車
国
道

高
速
自
動
車
国
道
法

昭
和
三
十
二

年
法
律
第
七
十
九
号

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う

以
下
同
じ

年
法
律
第
七
十
九
号

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う

以
下
同
じ

又
は
自
動
車
専
用
道
路

道
路
法
第
四
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
自
動
車

又
は
自
動
車
専
用
道
路

道
路
法
第
四
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

専
用
道
路
を
い
う

以
下
同
じ

の
本
線
車
線
に
よ
り
構
成
す
る
車
道
を
い

自
動
車
専
用
道
路
を
い
う

以
下
同
じ

の
本
線
車
線
に
よ
り
構
成
す
る
車

う

道
を
い
う

三
の
三

二
十
三

略

三
の
三

二
十
三

略

２
・
３

略

２
・
３

略

通
行
区
分

通
行
区
分

第
十
条

略

第
十
条

略

２

略

２

略

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
歩
道
を
通
行
す
る
歩
行
者
は

第
六
十
三
条
の
四
第
二
項

参考資料－１



二
頁

に
規
定
す
る
普
通
自
転
車
通
行
指
定
部
分
が
あ
る
と
き
は

当
該
普
通
自
転
車
通

行
指
定
部
分
を
で
き
る
だ
け
避
け
て
通
行
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

通
行
方
法
の
指
示

通
行
方
法
の
指
示

第
十
五
条

警
察
官
等
は

第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

第
十
二
条
又
は
第

第
十
五
条

警
察
官
等
は

第
十
条

第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し

十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
道
路
を
通
行
し
て
い
る
歩
行
者
に
対
し

当
該
各
条

て
道
路
を
通
行
し
て
い
る
歩
行
者
に
対
し

当
該
各
条
に
規
定
す
る
通
行
方
法
に

に
規
定
す
る
通
行
方
法
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る

罰
則

略

罰
則

略

停
車
及
び
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所

停
車
及
び
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所

第
四
十
四
条

略

第
四
十
四
条

略

罰
則

第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号

同
条
第
二
項

第
百
十
九
条
の

罰
則

第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号

同
条
第
二
項

第
百
十
九
条
の

三
第
一
項
第
一
号

同
条
第
二
項

四
第
一
項
第
一
号

同
条
第
二
項

駐
車
を
禁
止
す
る
場
所

駐
車
を
禁
止
す
る
場
所

第
四
十
五
条

略

第
四
十
五
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

罰
則

第
一
項
及
び
第
二
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号

罰
則

第
一
項
及
び
第
二
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号

同
条
第
二
項

第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号

同
条
第
二
項

同
条
第
二
項

第
百
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号

同
条
第
二
項

停
車
又
は
駐
車
の
方
法

停
車
又
は
駐
車
の
方
法

第
四
十
七
条

略

第
四
十
七
条

略

２
・
３

略

２
・
３

略

罰
則

第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
四
号

第
二
項
及

罰
則

第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
四
第
一
項
第
四
号

第
二
項
及

び
第
三
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号

第
百
十
九
条
の
三

び
第
三
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号

第
百
十
九
条
の
四

第
一
項
第
四
号

第
一
項
第
四
号

停
車
又
は
駐
車
の
方
法
の
特
例

停
車
又
は
駐
車
の
方
法
の
特
例

第
四
十
八
条

略

第
四
十
八
条

略

罰
則

第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号

同
条
第
二
項

第
百
十
九
条
の

罰
則

第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号

同
条
第
二
項

第
百
十
九
条
の

三
第
一
項
第
一
号

同
条
第
二
項

四
第
一
項
第
一
号

同
条
第
二
項



一
〇
頁

罪
を
犯
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ

そ
の
執
行
を
終
わ
り

又
は
執
行
を
受
け
る

罪
を
犯
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ

そ
の
執
行
を
終
わ
り

又
は
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ

へ

略

ハ

へ

略

４

７

略

４

７

略

放
置
車
両
確
認
機
関

放
置
車
両
確
認
機
関

第
五
十
一
条
の
十
二

略

第
五
十
一
条
の
十
二

略

２

６

略

２

６

略

７

確
認
事
務
に
従
事
す
る
放
置
車
両
確
認
機
関
の
役
員
又
は
職
員
は

刑
法

明

７

確
認
事
務
に
従
事
す
る
放
置
車
両
確
認
機
関
の
役
員
又
は
職
員
は

刑
法
そ
の

治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号

そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
関
し
て
は

法
令
に
よ

他
の
罰
則
の
適
用
に
関
し
て
は

法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す

り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す

８

略

８

略

罰
則

略

罰
則

略

普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行

普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行

第
六
十
三
条
の
四

普
通
自
転
車
は

次
に
掲
げ
る
と
き
は

第
十
七
条
第
一
項
の

第
六
十
三
条
の
四

普
通
自
転
車
は

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

規
定
に
か
か
わ
ら
ず

歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

た
だ
し

警
察
官
等

道
路
標
識
等
に
よ
り
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
歩
道
を
通
行

が
歩
行
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
当
該
歩
道
を
通
行
し

す
る
こ
と
が
で
き
る

て
は
な
ら
な
い
旨
を
指
示
し
た
と
き
は

こ
の
限
り
で
な
い

一

道
路
標
識
等
に
よ
り
普
通
自
転
車
が
当
該
歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
き

二

当
該
普
通
自
転
車
の
運
転
者
が

児
童

幼
児
そ
の
他
の
普
通
自
転
車
に
よ

り
車
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
危
険
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で

定
め
る
者
で
あ
る
と
き

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

車
道
又
は
交
通
の
状
況
に
照
ら
し
て
当
該

普
通
自
転
車
の
通
行
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
当
該
普
通
自
転
車
が
歩
道
を
通

行
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て

普
通
自
転
車
は

当
該
歩
道
の
中
央
か
ら
車
道
寄
り

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て

普
通
自
転
車
は

当
該
歩
道
の
中
央
か
ら
車
道
寄
り

の
部
分

道
路
標
識
等
に
よ
り
普
通
自
転
車
が
通
行
す
べ
き
部
分
と
し
て
指
定
さ

の
部
分

道
路
標
識
等
に
よ
り
通
行
す
べ
き
部
分
が
指
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は

れ
た
部
分

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

普
通
自
転
車
通
行
指
定
部
分

と
い
う

そ
の
指
定
さ
れ
た
部
分

を
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず

ま
た

普
通
自
転
車
の

が
あ
る
と
き
は

当
該
普
通
自
転
車
通
行
指
定
部
分

を
徐
行
し
な
け
れ
ば
な

進
行
が
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は

一
時
停
止
し
な
け
れ
ば

ら
ず

ま
た

普
通
自
転
車
の
進
行
が
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
と

な
ら
な
い

き
は

一
時
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
だ
し

普
通
自
転
車
通
行
指
定
部



一
一
頁

分
に
つ
い
て
は

当
該
普
通
自
転
車
通
行
指
定
部
分
を
通
行
し

又
は
通
行
し
よ

う
と
す
る
歩
行
者
が
な
い
と
き
は

歩
道
の
状
況
に
応
じ
た
安
全
な
速
度
と
方
法

で
進
行
す
る
こ
と
が
で
き
る

罰
則

略

罰
則

略

児
童
又
は
幼
児
を
保
護
す
る
責
任
の
あ
る
者
の
遵
守
事
項

第
六
十
三
条
の
十

児
童
又
は
幼
児
を
保
護
す
る
責
任
の
あ
る
者
は

児
童
又
は
幼

児
を
自
転
車
に
乗
車
さ
せ
る
と
き
は

当
該
児
童
又
は
幼
児
に
乗
車
用
ヘ
ル
メ

ト
を
か
ぶ
ら
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

無
免
許
運
転
の
禁
止

無
免
許
運
転
の
禁
止

第
六
十
四
条

何
人
も

第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
運
転

第
六
十
四
条

何
人
も

第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
運
転

免
許
を
受
け
な
い
で

第
九
十
条
第
五
項

第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項

免
許
を
受
け
な
い
で

第
九
十
条
第
四
項

第
百
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

第
百
三
条
の
二
第
一
項

第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
に
お

第
百
三
条
の
二
第
一
項

第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ

い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
運
転
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ

て
い
る
場
合
を
含
む

自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
て
は
な
ら

て
い
る
場
合
を
含
む

自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
て
は
な
ら

な
い

な
い

罰
則

略

罰
則

略

酒
気
帯
び
運
転
等
の
禁
止

酒
気
帯
び
運
転
等
の
禁
止

第
六
十
五
条

略

第
六
十
五
条

略

２

何
人
も

酒
気
を
帯
び
て
い
る
者
で

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
車
両
等
を
運

転
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
に
対
し

車
両
等
を
提
供
し
て
は
な
ら

な
い

３

何
人
も

第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
車
両
等
を
運
転
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ

２

何
人
も

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
車
両
等
を
運
転
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ

れ
が
あ
る
者
に
対
し

酒
類
を
提
供
し

又
は
飲
酒
を
す
す
め
て
は
な
ら
な
い

が
あ
る
者
に
対
し

酒
類
を
提
供
し

又
は
飲
酒
を
す
す
め
て
は
な
ら
な
い

４

何
人
も

車
両

ト
ロ
リ

バ
ス
及
び
道
路
運
送
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

以
下
単
に

旅
客
自
動
車
運
送
事
業

と
い
う

の
用
に
供
す
る
自
動
車
で
当
該
業
務
に
従
事
中
の
も
の
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

自
動
車
を
除
く

以
下
こ
の
項

第
百
十
七
条
の
二
の
二
第
四
号
及
び
第
百
十
七

条
の
三
の
二
第
二
号
に
お
い
て
同
じ

の
運
転
者
が
酒
気
を
帯
び
て
い
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら

当
該
運
転
者
に
対
し

当
該
車
両
を
運
転
し
て
自
己
を
運
送
す

る
こ
と
を
要
求
し

又
は
依
頼
し
て

当
該
運
転
者
が
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し



四
三
頁

の
と
す
る

の
と
す
る

一

三

略

一

三

略

四

道
路
に
お
け
る
適
正
な
車
両
の
駐
車
又
は
道
路
の
使
用
に
つ
い
て
の
啓
発
活

四

道
路
に
お
け
る
適
正
な
車
両
の
駐
車
又
は
道
路
の
使
用
に
つ
い
て
の
啓
発
活

動

自
転
車
の
適
正
な
通
行
に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
そ
の
他
道
路
に
お
け
る
交

動
そ
の
他
道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
資
す
る
た
め
の
啓
発
活
動

通
の
安
全
と
円
滑
に
資
す
る
た
め
の
啓
発
活
動

五

略

五

略

２

公
安
委
員
会
は

地
方
公
共
団
体
が
行
う
交
通
安
全
対
策

公
安
委
員
会
が
行

２

公
安
委
員
会
は

地
方
公
共
団
体
が
行
う
交
通
安
全
対
策

公
安
委
員
会
が
行

う
も
の
を
除
く

の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う

関
係
地
方
公

う
も
の
を
除
く

の
的
確
か
つ
円
滑
な
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う

関
係
地
方
公

共
団
体
の
長
に
対
し

当
該
関
係
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
お
け
る
交
通
事
故
の

共
団
体
の
長
に
対
し

当
該
関
係
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に
お
け
る
交
通
事
故
の

発
生
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供

職
員
の
研
修
に
係
る
協
力
そ
の
他
必
要
な

発
生
の
状
況
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員

第
百
八
条
の
二
十
九

略

第
百
八
条
の
二
十
九

略

２

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
は

次
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う

２

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
は

次
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う

一
・
二

略

一
・
二

略

三

自
転
車
の
適
正
な
通
行
の
方
法
に
つ
い
て
住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
運

動
の
推
進

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

地
域
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
資

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

地
域
に
お
け
る
交
通
の
安
全
と
円
滑
に
資

す
る
た
め
の
活
動
で
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

す
る
た
め
の
活
動
で
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の

３

６

略

３

６

略

全
国
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ

全
国
交
通
安
全
活
動
推
進
セ
ン
タ

第
百
八
条
の
三
十
二

略

第
百
八
条
の
三
十
二

略

２

全
国
セ
ン
タ

は

次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る

２

全
国
セ
ン
タ

は

次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る

一

五

略

一

五

略

六

道
路
を
通
行
す
る
者
に
対
す
る
交
通
安
全
教
育
を
行
う
者
の
資
質
の
向
上
に

六

道
路
を
通
行
す
る
者
に
対
す
る
交
通
安
全
教
育
を
行
う
者
の
資
質
の
向
上
に

必
要
と
さ
れ
る
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
研
修

道
路
運
送
法
及
び
貨
物
自
動

必
要
と
さ
れ
る
技
能
及
び
知
識
に
関
す
る
研
修

道
路
運
送
法
及
び
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
法
に
規
定
す
る
運
行
管
理
者
に
対
す
る
も
の
そ
の
他
国
家
公
安
委

車
運
送
事
業
法

平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号

に
規
定
す
る
運
行
管
理
者
に

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く

を
行
う
こ
と

対
す
る
も
の
そ
の
他
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く

を
行

う
こ
と

七
・
八

略

七
・
八

略

３

略

３

略


